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〒536-8510 城東区中央3丁目5番45号    6930-9986(代表)
区役所庁舎の駐車場は有料です。収容台数が少ないため、ご来庁の際はできるかぎり公共交通機関をご利用ください。
庁舎は8：45からお入りいただけます。 　問合せ：総務課　    　6930-9625　    050-3535-8684
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高齢者の権利擁護について
～高齢者が安心して地域で住み続けられるために～
高齢者の方への支援につながる“権利擁護”をご存じですか？

権利擁護のご相談は

院長 精神科医 堤 俊仁先生院長 脳神経外科医 西嶋 義彦先生

城東区ゆうゆうオレンジチーム員医師からの
ポイント＆アドバイス

保健福祉課（介護保険・高齢者福祉）    6930-9859　　050-3535-8688問合せ

▲

オレンジガイドをご覧ください！
相談機関や社会福祉情報をまとめたガイドブックです。

城東区の地域包括支援センターと総合相談窓口（ブランチ）へ
高齢者の皆さんのお困りごとや、ご家族や地域の方からの相談も受け付けています。

権利擁護とは、認知症等により判断能力が低下してきた方の「財産」を守ること、
「高齢者虐待」の防止や早期発見につなげることなど「権利」を守ることを指します。

高齢になるほど、病気や認知症などにより身体的な不安を感
じる人は多いと思います。判断能力が低下することで、生活状
況も変わってきます。穏やかに安心して生活するためには、ま
ず現在の状況を受け入れ、周りの人に頼ることです。
ご本人や家族が少しでも生活状態に異変を感じたら、かかり
つけ医や専門医、地域包括支援センター、総合相談窓口（ブ
ランチ）などに迷わず相談してください。
独居高齢者の方は身近な人に相談しましょう。また、高齢者
の方と家族や周辺の人との日ごろからのコミュニケーション
を欠かさないことが大切です。そこから、ささいなことでも情
報を共有することで早めの治療やサポートを受けることがで
きます。

年齢を重ねるにつれ、もの忘れが度々あると以前の自分と違っ
てくることに不安を覚えます。
もし、医師から認知症と診断されたらと考える人も多いはず。認
知症と診断されても絶望しないために家族や周囲の人のサ
ポートのもと、できるだけ本人が自立した生活をすることも大
切です。そのために日常生活自立支援事業（あんしんさぽーと）
や成年後見制度などを上手に利用しましょう。成年後見制度と
は、後見人にすべてを任せるのではなく、本人の意思を尊重し、
家族やまわりの人との意見もふまえ、後見人が代表として行動
してもらうことが本来のあり方です。本人らしい自立した生活
を安心して過ごすためには、家族や後見人だけではなく、地域
全体で高齢者を支え見守ることが大切なポイントといえます。

医師と医療、介護・福祉の専門職からなるオレンジチーム員の医師であるとともに
地域のホームドクターである西嶋先生と堤先生に、高齢者の方が地域で安心して生活するために
大切なポイントとアドバイスを伺いました。

【担当地域（連合）】
・榎並 ・成育 ・聖賢 ・鯰江

中央2-11-16住所

【担当地域（連合）】
・今福 ・放出 ・東中浜 ・諏訪

【担当地域（連合）】
・鴫野 ・中浜 ・森之宮 ・城東

6936-1133
6935-8737

諏訪4-12-28住所

6964-0808
6964-1818

鴫野東2-26-12住所

6963-6700   
6963-6701

【担当地域（連合）】
・菫 ・関目 ・関目東 ・鯰江東

関目3-8-17 1階住所

◎蒲生ブランチ（和光）

6786-2255
6786-2238

成育5-22-16住所

6935-0577
6935-0677

◎鯰江ブランチ（城東園）
今福東2-2-25住所

6931-3825
6931-7570

社会福祉法人大阪市城東区社会福祉協議会「ゆうゆう」の
ホームページでご覧ください ▼

つつみクリニックにしじまファミリークリニック

城東区地域包括
支援センター（ゆうゆう）

城東・放出地域包括
支援センター

（城東地域在宅サービスステーション諏訪荘）

菫・鯰江東地域包括
支援センター

担当地域内の
総合相談窓口（ブランチ）

城陽地域包括支援センター
（特別養護老人ホームしぎの黄金の里）

担当地域内の
総合相談窓口（ブランチ）

城東区の地域包括支援センターと総合相談窓口（ブランチ）

高齢化とともに日常生活に
不安を感じたら…


